
社会福祉法人恵泉会役員等の報酬及び旅費に関する規則

沿革 施行 昭和５６年 ４月 １日

改正 昭和６３年 ４月 １日 平成１４年 ４月 １日

平成 ２年 ７月 １日 平成１５年 ４月 １日

平成 ３年 ４月 １日 平成１７年 ５月 １日

平成 ５年 ２月 ７日 平成２０年 ２月 １日

平成 ５年 ４月 １日 平成２５年 ４月 １日

平成 ５年 ７月 １日 平成２７年 ４月 １日

平成 ６年 ７月１３日 平成２９年 ２月 １日

平成 ７年 ４月 １日 平成２９年 ５月 １日

平成 ８年 ４月 １日 平成２９年 ６月２１日

平成１０年１１月１０日 平成３０年 ６月２８日

平成１１年 ４月 １日 令和 ８年 ４月 １日

平成１３年 ９月１８日

（目的及び意義）

第 １ 条 この規則は、社会福祉法人恵泉会（以下「法人」という。）の定款第８条

及び第２２条の規定に基づき、役員及び評議員、評議員選任・解任委員の報酬等

に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（定義等）

第 ２ 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める

ところによる。

（１）役員とは、理事及び監事をいう。評議員と併せて役員等という。

（２）常務理事とは、理事のうち、この法人の主たる事務所に勤務する者を

いう。

（３）評議員とは、役員以外の者をいう。

（４）評議員選任・解任委員とは、理事会で選任された者をいう。

（５）報酬とは、職務執行の対価として受ける財産上の利益をいい、また、

費用とは明確に区分されるものとする。

（６）費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費（宿泊費を含む）を

いい、報酬とは明確に区分されるものとする。

（報酬の支給）

第 ３ 条 次の各号に掲げる役員等及び評議員選任・解任委員に対しては、職務執

行の対価として報酬を支給する。

（１）理 事 長（非常勤）

（２）常務理事（常 勤）

（３）理 事（非常勤）

（４）監 事（非常勤）

（５）評 議 員（非常勤）

（６）評議員選任・解任委員（外部委員）

２．この法人の職員を兼務し、職員給与支給規則等により給与が支給されている理

事、評議員選任・解任委員に対しては、報酬は支給しない。

３．監事が評議員選任・解任委員を兼務したときは、監事報酬のみの支給とし、報
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酬の併給はしない。

（報酬の額の算定方法）

第 ４ 条 役員等及び評議員選任・解任委員に対して支払う報酬の額は、次に掲げ

る報酬等の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で、理事会において決定する。

（１）理事に対する報酬の額は、別表第１に定める額とする。

（２）監事に対する報酬の額は、別表第２に定める額とする。

（３）評議員に対する報酬の額は、別表第３に定める額とする。

（４）評議員選任・解任委員（外部委員）に対する報酬の額は、別表第４に

定める額とする。

２．新たに役員になった者は、その月から報酬を支給する。

３．役員が退任したときは、その月まで報酬を支給する。

４．日額の報酬とする評議員、評議員選任・解任委員（外部委員）は、会務に出席

した日の月に報酬を支給する。

（報酬の支給方法）

第 ５ 条 役員等及び評議員選任・解任委員に対する報酬の支給の時期は、次の各

号による報酬等の区分に応じて、当該各号に定める時期とする。

（１）役 員（常務理事以外） 年額を１２で除した額を毎月末日（ただし、そ

の日が金融機関の営業日でない土曜日、日曜日

または祝日の場合は、その日前において最も近

い金融機関の営業日の日）に支給する。

（２）役 員（常務理事） 年額を１２で除した額を毎月２１日（ただし、

その日が金融機関の営業日でない土曜日、日曜

日または祝日の場合は、その日前において最も

近い金融機関の営業日の日）に支給する。なお、

これにより難い場合は、理事長が別に定めるこ

とができる。

（３）評 議 員 会務に出席した日の月の末日（ただし、その日

が金融機関の営業日でない土曜日、日曜日また

は祝日の場合は、その日前において最も近い金

融機関の営業日の日）に支給する。

（４）評議員選任・解任委員（外部委員）会務に出席した日の月の末日（ただし、

その日が金融機関の営業日でない土曜日、日曜日

または祝日の場合は、その日前において最も近い

金融機関の営業日の日）に支給する。

２．報酬は、役員等及び評議員選任・解任委員が指定した本人名義（死亡により退

任した場合はその遺族）の口座に振り込みとする。

３．報酬は、法令の定めるところによる控除すべき金額等を控除して支給する。

（費用・交通費）

第 ６ 条 役員等及び評議員選任・解任委員、各種委員会の委員が、この法人の招

集に応じて会務に出席したときは、別表第５に定める交通費を支給する。
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２．交通費は、第５条の報酬の支給時に支払う。

３．職務の遂行に当たって交通費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。

（費用・旅費）

第 ７ 条 役員等が研修会あるいは会議等で出張した場合は、別表第６に定める旅

費を支給する。

２．旅費は、第５条の報酬の支給時に支払う。

３．役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支

給する。

（公 表）

第 ８ 条 この法人は、この規則をもって、社会福祉法第５９条の２第１項２号に

定める報酬等の支給の基準として公表する。

（補 則）

第 ９ 条 この規則に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。

（改 廃）

第１０条 この規則の改廃は、評議員会の決議をもって行う。

附 則

１．この規則は、昭和５６年４月１日から施行する｡

２．社会福祉法人恵泉会費用弁償支給規則は、これを廃止する｡

附 則

この改正による改正後の規則は､昭和６３年４月１日から施行する｡

附 則

（施行期日）

１．この規則は、平成２年７月１日から施行する｡

（経過措置）

２．この規則による改正後の規定は、この規則の施行日以降に出発する旅行から適

用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による｡

附 則

（施行期日）

１．この規則は、平成３年４月１日から施行する｡

（経過措置）

２．この規則による改正後の規定は、この規則の施行日以降に出発する旅行から適
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用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による｡

附 則

（施行期日）

１．この規則は、平成３年４月１日から施行する｡

（経過措置）

２．この規則による改正後の規定は、この規則の施行日以降に出発する旅行から適

用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による｡

附 則

（施行期日）

１．この規則は、平成５年２月７日から施行する｡

（経過措置）

２．この規則による改正後の規定は、この規則の施行日以降に出発する旅行から適

用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による｡

附 則

この改正による改正後の規則は、平成５年４月１日から施行する｡

附 則

（施行期日）

１．この規則は、平成５年７月１日から施行する｡

（経過措置）

２．この規則による改正後の規定は、この規則の施行日以降に出発する旅行から適

用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による｡

附 則

この改正による改正後の規則は､平成６年７月１３日から施行する｡

附 則

（施行期日）

１．この規則は、平成７年４月１日から施行する｡

（経過措置）

２．この規則による改正後の規定は、この規則の施行日以降に出発する旅行から適

用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による｡

附 則

この改正による改正後の規則は、平成７年４月１日から施行する｡

附 則

この改正による改正後の規則は、平成８年４月１日から施行する｡

附 則

この規則は、平成１０年１１月１０日から施行する｡

附 則

（施行期日）

１．この規則は、平成１１年４月１日から施行する｡

（経過措置）

２．この規則による改正後の規定は、この規則の施行日以降に出発する旅行から適

－４－



用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による｡

附 則

この規則は､平成１３年９月１８日から施行する｡

附 則

この改正による改正後の規則は､平成１４年４月１日から施行する｡

附 則

この改正による改正後の規則は､平成１５年４月１日から施行する｡

附 則

この規則は､平成２０年２月１日から施行する｡

附 則

この規則は､平成２５年４月１日から施行する｡

附 則

この規則は､平成２７年４月１日から施行する｡

附 則

この規則は､平成２９年２月１日から施行する。

附 則

この規則は､平成２９年５月１日から施行する。

附 則

この規則は､平成２９年６月２１日から施行する。

附 則

この規則は､平成３０年６月２８日から施行する。

附 則

この規則は､令和８年４月１日から施行する。
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別表第１ 理事の報酬

役 職 名 報 酬 の 額

理 事 長 年額 １，８００，０００円

常 務 理 事 年額 ６，０００，０００円

理 事 年額 ３６０，０００円

別表第２ 監事の報酬

役 職 名 報 酬 の 額

監 事 年額 ３６０，０００円

別表第３ 評議員の報酬

役 職 名 報 酬 の 額

評 議 員 日額 ２０，０００円

別表第４ 評議員選任・解任委員（外部委員）の報酬

役 職 名 報 酬 の 額

評議員選任・解任委員 日額 １０，０００円

別表第５ 交通費

役 職 名 費 用

理事長、理事、監事、

評議員、評議員選任・ １日 ５，０００円

解任委員、各種委員会 あたり

委員
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別表第６ 旅 費

旅 費

鉄道賃 車 賃 宿泊料 バス賃 航空料 日 当

及び船賃 (１㎞につき) (１夜につき) (１日につき)

円 円

実 費 42円 12,000 実 費 実 費 1,800

研修等において指定宿泊施設に宿泊する料金が上記の宿泊料を超えるときは、

指定宿泊施設の宿泊料金を支給する。
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